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第１ 監査の種類

地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査

第２ 監査の対象

前 期 後 期

１ 教育委員会事務局

教育総務課、学務課・学校給食センター、生

涯学習課・図書館、文化振興課・博物館・上高

津貝塚ふるさと歴史の広場、スポーツ振興課、

指導課、下高津小学校、都和南小学校、乙戸小

学校、東小学校、土浦第一中学校、土浦第六中

学校

２ 市民生活部

市民活動課・一中地区コミュニティセンタ

ー・一中地区公民館・二中地区コミュニティセ

ンター・二中地区公民館・三中地区コミュニテ

ィセンター・三中地区公民館・四中地区コミュ

ニティセンター・四中地区公民館・上大津地区

コミュニティセンター・上大津公民館・六中地

区コミュニティセンター・六中地区公民館・都

和地区コミュニティセンター・都和公民館・新

治地区コミュニティセンター・新治地区公民

館、人権推進課、生活安全課・消費生活センタ

ー、市民課、環境保全課、環境衛生課・清掃セ

ンター

３ 市長公室

秘書課、政策企画課、行政経営課、ＤＸ推進

課、財政課、広報広聴課

４ 保健福祉部

社会福祉課、障害福祉課・つくしの家、高齢

福祉課、国保年金課、健康増進課

５ こども未来部

こども政策課、こども包括支援課・療育支援

センター、保育課・天川保育所・認定こども園

土浦幼稚園・新治児童館

１ 総務部

総務課、防災危機管理

課、人事課、管財課、課税

課、納税課

２ 産業経済部

商工観光課・勤労青少年

ホーム、農林水産課

３ 都市政策部

都市計画課、都市整備

課、公園・施設管理課、建

築指導課

４ 建設部

道路管理課、道路建設

課、住宅営繕課、下水道

課、水道課

５ 消防本部

６ 会計課

７ 農業委員会事務局

８ 選挙管理委員会事務局

９ 議会事務局

１０ 監査委員事務局
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第３ 監査の実施場所及び日程

第４ 監査の範囲

次の表のとおり監査の対象ごとに定めた期間における財務に関する事務の執行及び

経営に係る事業の管理について監査を行った。

第５ 監査の着眼点

１ 歳入

(１)調定額の算定は適正か。

(２)調定の時期及び手続は適正か(調定漏れ、遅れなど)。

(３)調定の繰越(前年度収入未済額の繰越)はなされているか。

(４)収納の事務処理は適切か(納入通知書の発行等)。

(５)収入未済額の有無

(６)収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。

(７)過誤納金の還付手続は適正か。

(８)財産の目的外使用は適正か。

(９)貸付(使用)料は適正か。

２ 歳出

(１)違法若しくは不当な支出又は不経済な支出はないか。

(２)流用・充用の事務処理は適正か。

(３)前渡資金及び概算払金の保管及び精算は適正か。

(４)委託料、工事請負費等について、契約書等関係書類は整備され、内容は適正か。

(５)委託料、工事請負費等について、算定根拠は合理的な基準に基づいているか。

実施場所 日 程

前 期 第２委員会室 令和６年９月２６日(木)から同年１１月１５日(金)まで

後 期
第２委員会室及び

３０１会議室
令和６年１２月１７日(火)から令和７年２月２５日(火)まで

監査の対象 監査の対象となる期間

前期 市民生活部、教育委員会事務

局、小学校及び中学校

令和６年４月１日から同年８月３１日まで

市長公室、保健福祉部及びこ

ども未来部

令和６年４月１日から同年９月３０日まで

後期 総務部、都市政策部、議会事

務局及び選挙管理委員会事務

局

令和６年４月１日から同年１１月３０日まで

産業経済部、建設部、会計

課、監査委員事務局、農業委

員会事務局及び消防本部

令和６年４月１日から同年１２月３１日まで
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(６)委託料、工事請負費等について、支出は適正な時期に行われているか。

(７)委託料、工事請負費等について、履行確認は適正に行われているか。

(８)委託料、工事請負費等について、随意契約理由、業者選定、発注方法は適正か。

(９)委託料、工事請負費等について、前払金、部分払金の支払は適正か。

(１０)委託料、工事請負費等について、完了(完成)等の検査は確実に行われているか。

(１１)補助金について、交付要項、申請書、起案書等は整備されているか。

(１２)補助金について、算出は合理的な基準に基づいているか。

(１３)補助金について、交付決定は適正か。

(１４)補助金について、実績報告及び交付確定は適正か。

３ 財産

(１)収納金、釣銭等の現金及び通帳等の保管は適正か。

(２)金券等の保管及び取扱いは適正か。

(３)公用車の管理は適正か。

４ 行政一般

(１)時間外勤務の実施状況は適切か。

(２)公印使用簿、文書発送簿・収受簿、旅行命令簿の処理は適切か。

(３)事務決裁規程に基づき適正な事務処理を行っているか。

(４)公金外現金の取扱いは適正か。

５ 保育所、認定こども園及び児童館における管理事務

(１)違法若しくは不当な支出又は不経済な支出はないか。

(２)支払等で遅延しているものはないか。

(３)（廃棄する備品がある場合）廃棄処理方法は適切か。

(４)日本スポーツ振興センター保険及び学校管理者賠償責任保険に係る事務手続は適切

に処理されているか。（保育所及び認定こども園に限る。）

(５)日本スポーツ振興センター保険及び学校管理者賠償責任保険の給付は適切に処理さ

れているか。（保育所及び認定こども園に限る。）

(６)給食配膳室は適切に管理され、衛生が保持されているか。（保育所及び認定こども

園に限る。）

(７)給食の保存状況及び保存期間は適切か。（保育所及び認定こども園に限る。）

(８)食物アレルギー疾患をもつ者への対応の体制は適切か。（保育所及び認定こども園

に限る。）

(９)プール及びプール薬品は適切に管理されているか。（保育所及び認定こども園に限

る。）

(１０)砂場は適切に管理されているか。

(１１)遊具は適切に管理されているか。

(１２)保育所(認定こども園・児童館)内に危険な場所又は物はないか。

(１３)保育所(認定こども園・児童館)概要の記載内容は適切か。

(１４)消防計画は適正に作成及び変更されているか。
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(１５)現金の収受、保管及び銀行等への納入手続は適切か。

(１６)公印の管理、公印使用簿及び旅行命令簿の処理は適切か。

(１７)水道、電気等の使用量は適切か。

(１８)預金通帳及び印鑑は適切に管理されているか。(施錠等)

(１９)公金外現金の取扱いは適正か。

（２０）児童安全共済制度（保険）に係る事務手続は適切に処理されているか。（児童館

に限る。）

（２１）児童安全共済制度（保険）の保険の給付は適切に処理されているか。（児童館に

限る。）

（２２）委託料について、契約書等関係書類は整備され、内容は適正か。（児童館に限

る。）

(２３)委託料について、算定根拠は合理的な基準に基づいているか。（児童館に限る。）

(２４)委託料について、支出は適正な時期に行われているか。（児童館に限る。）

(２５)委託料について、履行確認は適正に行われているか。（児童館に限る。）

(２６)委託料について、随意契約理由、業者選定、発注方法は適正か。（児童館に限

る。）

(２７)委託料について、前払金、部分払金の支払は適正か。（児童館に限る。）

(２８)委託料について、完了(完成)等の検査は確実に行われているか。（児童館に限

る。）

６ 小学校及び中学校における管理事務

(１)違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。

(２)支払が遅延しているものはないか。

(３)正当債権者に支出されているか。

(４)予算目的に反する支出はないか。

(５)（廃棄する備品がある場合）廃棄処理方法は適切か。

(６)切手・はがきは適切に管理されているか。

(７)実残枚数と受払簿の残は一致しているか。

(８)給食配膳室（給食室）は適切に管理され、衛生が保持されているか。

(９)食物アレルギー疾患をもつ者への対応の体制は適切か。

(１０)日本スポーツ振興センター保険料は適切に処理されているか。

(１１)公衆電話（及び私用電話）料金は適切に処理されているか。

(１２)旅行命令は適切に処理されているか。

(１３)運転日誌は適切に処理されているか。

(１４)貸与品台帳は適切に処理されているか。

(１５)理科室、準備室、保管庫は適切に管理されているか。(施錠等)

(１６)理科薬品の管理、廃棄、受払簿は適切に処理されているか。

(１７)プール及びプール薬品は適切に管理されているか。

(１８)ネットフェンス、樹木等は適切に管理されているか。

(１９)屋外体育備品、遊具等は適切に管理されているか。

(２０)学校内に危険な場所又は物はないか。
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(２１)学校要覧の記載内容は適切か。

(２２)消防計画は適正に作成及び変更されているか。

(２３)水道、電気等の使用量は適切か。

(２４)預金通帳及び印鑑は適切に管理されているか。(施錠等)

(２５)公金外現金の取扱いは適正か。

第６ 監査の方法

土浦市監査基準に準拠し、令和６年度における財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかについて、事前

に関係帳簿、証書類等を検査し、当日関係職員から説明を受け監査を実施した。

保育所、児童館、小学校及び中学校の事前監査においては、各対象施設に赴き、監

査の着眼点に基づき施設、遊具、薬品等の管理状況を検分するとともに、関係帳簿、

証書類等の確認、照合等を行った後、当該施設職員へのヒアリングを実施した。

第７ 監査の結果

各部課等における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、

一部の事項を除き適正であると認められた。

なお、指摘事項(監査の結果であって、監査委員が直ちに改善を要すると判断し、

措置を求めるものをいう。)については、次のとおりである。

また、この監査の結果に基づき又はこの監査の結果を参考として措置を講じたもの

については、地方自治法第１９９条第１４項の規定により監査委員に通知されたい。

指摘事項

該当部課等 確認した事実 措置すべき内容

一中地区公

民館

収納した現金を銀行に払い

込むべき期間を恒常的に超

えて払い込んでいた。

会計規則第１８条第２項ただし書きによれば、

会計管理者が認めるときは、収納した現金の合計

が１万円以上の場合は翌日までに、１万円未満の

場合は収納した日から起算して７日以内に市の口

座に払い込むことができるとされており、また、

当該公民館の内規では、窓口で納入を受けた公民

館使用料は、納入を受けた当日は日計表の帳簿在

高を確認し、現金実在高の確認及び集計は週に２

～３回、会計年度任用職員が前日分までの現金と

帳簿を突き合せたものを、職員がダブルチェック

した後に銀行に払い込むよう定められている。

しかし、ダブルチェックをすべき職員が他の業

務を優先していた等の理由で直ちにダブルチェッ

クをせず現金を金庫内に放置し、恒常的に期間を

超過してから銀行に払い込んでいた。

また、払い込みのために銀行を訪れたにもかか

わらず、直近に収納した使用料までは払い込ま

ず、不明瞭な空白期間を経てから銀行に払い込ん

でいた。
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金額の大小に関わらず、収納した現金を放置す

ることは絶対に許されないことであり、ずさんな

現金の取扱いは重大な不正につながりかねないた

め、内規やチェック体制の見直し等、適正な措置

を講じられたい。

商工観光課

マイカー通勤職員駐車場使

用料の納付について

まちかど蔵に勤務する土浦市観光協会職員は、

マイカー通勤のため、行政財産の目的外使用許可

を得て当該施設の一部を駐車場として使用してい

る。

当該許可に係る使用料については、職員等の行

政財産における通勤用自動車の駐車に関する要綱

第７条によれば、毎月又は翌月以降の使用分も含

めてまとめて納入することができるとされるが、

令和６年４月から６月までの使用料を７月に、７

月から１１月までの使用料を１２月に納入してい

ることに対して、納入期限を超過した際の催促を

しておらず、また納入後も延滞金が発生するか否

かの検討をしていなかった。

なお、当該施設は令和５年度も同様に納入期限

を超過して使用料を納入しており、同年度の定期

監査結果報告書において、納入通知書に納期限を

記載していないため、延滞金の算定及び徴収がで

きない、と監査委員意見に記載されているため、

監査結果報告書に記載された内容を十分理解した

うえで適正に処理されたい。

農林水産課

自動車検査証の有効期限が

切れた公用車を公務に使用

していた。

公用車１台について、自動車検査証（以下「車

検証」という。）の有効期限が満了していたにもか

かわらず、４か月半にわたり、職員６人が３７日

間、３９回公務で運転していた。

市の公用車については、総務部管財課が一括管

理（消防車両等一部の車両を除く）しており、同

車の車検証の有効期限満了日については、年度当

初に各課に文書で通知していたが、通知を受け取

った農林水産課が有効期限の満了を失念してい

た。

車検証の有効期限が切れた自動車を公道で走ら

せることは道路運送車両法違反となるため、適正

に処理されたい。

都市整備課

納入通知で納期限を記載し

ていないものがあった。

会計規則第１３条によれば、納入通知書の納期

限は、通知書の発行日から２０日以内において定

めなければならないが、令和５年度定期監査結果

報告書の監査委員意見にも同様の記載がされたに

もかかわらず、りんりんポート使用料に関する納

入通知書に納期限の記載がされていないものが多

数あったため、適正に処理されたい。



- 7 -

第８ 監査委員の意見

上記の監査の結果のほか、組織及び運営の合理化に資するために、監査委員が特に

言及することが必要と判断したものは、次のとおりである。

なお、軽微な事項については、事前及び本監査の際に口頭で伝えているため、記載

は省略する。

１ 意見（保育所、認定こども園、児童館、小学校及び中学校以外の部課等に対するもの）

① 歳入

文化振興課

納入通知で納期限を記載し

ていないものがあった。

会計規則第１３条によれば、納入通知書の納期

限は、通知書の発行日から２０日以内において定

めなければならないが、令和５年度定期監査結果

報告書の監査委員意見にも同様の記載がされたに

もかかわらず、市民ギャラリー使用料に関する納

入通知書の納期限の記載がされていないものが多

数あったため、適正に処理されたい。

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）収入調定が遅れて

いた。

雑入（生活保護法第７８条徴収金、生

活保護法第６３条返還金、過誤払返還

金）の令和４年度以前の過年度繰越分に

ついて、４月１日をもって翌年度の収入

として調定すべきものを、同年１０月に

調定していたため、適正に処理された

い。

社会福祉課

会計規則第８条第１項第４号の規定に

よれば、随時の収入で納入の通知を発し

ないものの調定は、原因が発生したと

き、又は収入があったときに行うべきと

ころ、公民館使用料及び雑入の納入があ

ったにもかかわらず、調定伺の所属長決

裁を１か月以上受けていなかったので、

適正に処理されたい。

一中地区公民館

（２）納入通知で納期限

を記載していないも

のや納期限を誤った

ものがあった。

会計規則第１３条の規定によれば、納

入の通知をする場合の納期限を法令等、

契約その他の定めがあるものを除くほ

か、納入通知書による場合にあっては納

入通知書の発行の日から２０日以内、そ

の他のものによる場合にあっては調定を

した日から２０日以内において適宜定め

なければならないとされているところ、

行政財産目的外使用料及び各種手数料に

関する納入通知書に納期限を記載してい

市民活動課
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ないものがあったため、適正に処理され

たい。

後見開始等審判請求に関する納入通知

書に納期限を記載していないものがあっ

たため、適正に処理されたい。

高齢福祉課

行政財産目的外使用料及び各種手数料

に関する納入通知書に納期限を記載して

いないものがあったため、適正に処理さ

れたい。

生涯学習課

自動販売機設置に係る貸付料の支払い

については、設置者は市から請求を受け

た日から３０日以内に支払わなければな

らないと契約で定めているが、請求日か

ら３０日を超過した日付を納期限として

記載して納入通知書を発行していたた

め、適正に処理されたい。

健康増進課

保育所が保育実習生を受入れた際に、

実習生が所属する大学や専門学校から徴

収する実習費については、納期限を過ぎ

ても支払わない学校があるが、請求書の

納期限を「７月中旬までに」と定めてお

り、納期限を超過した際の正確な延滞金

の計算ができないため、適正に処理され

たい。

保育課

（３）納入通知書の発行

が遅延していた。

令和６年４月１日付けで更新許可をし

た行政財産の目的外使用に係る納入通知

書については更新許可後遅滞なく発行す

る必要があるが、納入通知書を９月に発

行していたため、適切に処理されたい。

社会福祉課

（４）行政財産の目的外

使用許可に係る使用

料の納入が遅れたも

のに係る対応につい

て

自動販売機に係る行政財産の目的外使

用料が納付書に定めた納期限を超過して

納入されたことについて、納期限を過ぎ

てからの支払いの催促は適正に行ってい

たが、支払い後に延滞金が発生するか否

かの検討がされていなかったため、適正

に処理されたい。

消防本部

（５）行政財産の目的外

使用許可に係る使用

料の計算が誤ってい

たものに係る対応に

ついて

行政財産目的外使用許可申請の使用料

の算定において、使用期間が７か月のと

ころ誤って６か月で計算して決裁を受け

ていた。その後誤りに気付き、納入通知

書は正しい金額で発行されていたが、起

市民課
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案書が修正されていないままであるた

め、適正に処理されたい。

（６）銀行に払い込むべ

き期間を超えて払い

込んでいたものがあ

った。

会計規則第１８条第２項によれば、収

納した現金は当日又は翌日（銀行の休業

日に当たるときは、これらの日後で最も

近い営業）に銀行に払い込むこととされ

ているが、コピー使用料について期間を

超過して払い込んでいたものがあったた

め、適正に処理されたい。

下水道課

公民館使用料及びコピー使用料につい

て、会計規則第１８条第２項ただし書き

によれば、会計管理者が認めるときは、

収納した現金の合計が１万円未満である

場合に限り、当該収納金を収納した日か

ら起算して７日以内に払い込むことがで

きるとされているが、その期間を超えて

銀行に払い込みをしているものがあった

ため、適正に処理されたい。

三中地区公民館、六中

地区公民館、都和公民

館、新治地区公民館

入館料及びコピー使用料について、会

計規則第１８条第２項ただし書きによれ

ば、会計管理者が認めるときは、収納し

た現金の合計が１万円未満である場合に

限り、当該収納金を収納した日から起算

して７日以内に払い込むことができると

されているが、その期間を超えて銀行に

払い込みをしているものがあったため、

適正に処理されたい。

上高津貝塚ふるさと歴

史の広場

川口運動公園等の施設使用料につい

て、会計規則第１８条第２項ただし書き

によれば、会計管理者が認めるときは、

収納した現金の合計が１万円未満である

場合に限り、当該収納金を収納した日か

ら起算して７日以内に払い込むことがで

きるとされているが、その期間を超えて

銀行に払い込みをしているものがあった

ため、適正に処理されたい。

スポーツ振興課

（７）使用料を納付する

前に使用を開始して

いた。

行政財産使用料条例第４条によれば、

新規に許可をする行政財産目的外使用に

ついては、当該行政財産の使用開始前に

使用料を納入すると定められているが、

自動販売機の許可申請について使用料の

納入前に財産の使用を開始させていたた

め、適正に処理されたい。

上大津地区公民館
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② 歳出

（８）普通財産賃貸借契

約の更新申込の申込

み手続について

普通財産の賃貸借について、契約書で

は借受人が契約期間を更新使用するとき

は、契約期間満了前１か月までに文書を

もって土浦市に申し込むと定めている

が、更新申込書の申込日が満了前１か月

を超過したものが複数あり、また、借受

人の押印が無い申込書が複数あったた

め、適正に処理されたい。

管財課

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）前渡資金の精算を

規則で定める期日を

超えて行っていた。

会計規則第６５条第１項第２号の規定

によれば、随時の費用に係る経費の前渡

資金は、支払の終わった日から５日以内

に精算しなければならないが、それを怠

っているものがあったため、適正に処理

されたい。

二中地区公民館、四中

地区公民館、清掃セン

ター、議会事務局

（２）委託契約で工程

表、管理技術者及び

照査技術者選任(変

更)通知書又は着手

届のいずれか又は全

ての提出がないもの

があった。

請負工事及び委託業務執行規則によれ

ば、委託契約には、工程表、管理技術者

及び照査技術者選任(変更)通知書及び着

手届の提出が必要であるが、その一部又

は全部の提出がないものがあった。

当該規則に定めがあるということは、

これらの書類が委託業務の管理に必要な

ものであるということなので、委託業務

を適切に管理するためにも必要な書類を

提出させることとされたい。

政策企画課、市民活動

課、生活安全課、清掃

センター、社会福祉

課、こども政策課、保

育課、商工観光課、学

務課

（３）管理技術者及び照

査技術者選任通知に

印が漏れていたもの

や添付されていない

ものがあった。

委託契約に係る管理技術者及び照査技

術者選任通知に押印がないものや、添付

されていないものがあったため、適正に

処理されたい。

行政経営課、課税課、

勤労青少年ホーム、農

林水産課

（４）委託契約で業務監

督命令書が添付され

ていないものや監督

職員が選任されてい

ないものがあった。

地方自治法第２３４条の２第１項によ

れば、工事若しくは製造その他について

の請負契約又は物件の買入れその他の契

約をしたときは、契約の適正な履行を確

保するため又はその受ける給付の完了の

確認のために監督及び検査が必要であ

り、監督職員を選任し、請負工事及び委

託業務監督要綱の規定により、業務の監

督を適正に執行されたい。

環境衛生課、環境保全

課、三中地区公民館、

社会福祉課、健康増進

課、こども政策課、こ

ども包括支援課、商工

観光課、勤労青少年ホ

ーム、農林水産課、都

市計画課、都市整備

課、公園・施設管理

課、道路管理課、水道

課、学務課、学校給食

センター、生涯学習
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課、図書館、文化振興

課、指導課

（５）委託契約請書の裏

面(契約条項)がない

ものがあった。

委託契約は、契約規則第２９条第１項

各号にいずれかに該当するときは、契約

書によらず、その他契約の締結を証する

書面を徴することで足りるとされてい

る。

今回提出のあった請書は、管財課のホ

ームページにある委託契約の請書の様式

を使ったものと推察されるが、当該様式

の表面には、「裏面の条項の規定に従い」

との記載があり、裏面に記載すべき内容

があるにもかかわらず、その記載がないの

は、契約の締結を証する書面として不適

切であるため、提出のあった契約書や請

書の内容を確認するようにされたい。

保育課

（６）起案に添付された

健康保険等の被保険

者証の写しの記号・

番号及びＱＲコード

の全て又はいずれか

がマスキングされて

いないものがあっ

た。

委託や工事の起案に雇用関係の確認等

の目的で受注者から提出された健康保険

等の被保険者証の写しが添付されていた

ものがあったが、医療保険の被保険者証

に係る被保険者等の記号・番号及びＱＲ

コードについては、プライバシー保護の

観点から健康保険法等の医療保険各法に

より健康保険事業又はこれに関する事務

の遂行等の目的以外で告知を求めること

を禁止するとされている。

したがって、被保険者証の写しの提出

を受ける場合は、被保険者等の記号・番

号及びＱＲコードをマスキングしたもの

を受領するようにされたい。

生活安全課、商工観光

課、農林水産課、都市

整備課、道路管理課、

道路建設課、下水道

課、消防本部

（７）債務負担行為票及

び支出負担行為票の

決裁を受けていない

ものがあった。

債務負担行為票や支出負担行為票を起

票したものの、課長印等無く、決裁を受

けていないものがあったため、適正に処

理されたい。

市民活動課、清掃セン

ター、図書館

（８）契約書等に係る不

備について

委託契約の契約書に契約条項がないも

のがあったため、適正に処理されたい。

政策企画課

（９）安全管理措置の報

告等に係る書面が提

出されていないもの

があった。

個人情報の取り扱いを含む業務を委託

する場合の契約書に添付した個人情報取

扱特記事項の第９条によれば、受注者

は、当該業務に着手する前に安全管理措

置の報告等を書面で行うこととされてい

るが、当該書面が提出されていないもの

があったため、適正に処理されたい。

生活安全課、国保年金

課、学務課
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③ 財産

（10）工事契約で現場代

理人及び主任（監

理）技術者等選任

（変更）通知書又は

着工届のいずれか又

は両者の提出がない

ものがあった。

請負工事及び委託業務執行規則によれ

ば、工事の契約には、現場代理人及び主

任（監理）技術者等選任(変更)通知書及

び着工届の提出が必要であるが、その一

部又は全部の提出がないものがあった。

当該規則に定めがあるということは、

これらの書類が工事の監理に必要なもの

であるということなので、工事を適切に

監理するためにも必要な書類を提出させ

ることとされたい。

清掃センター

（11）工事契約で工事監

督命令書が添付され

ていないものや監督

職員が選任されてい

ないものがあった。

地方自治法第２３４条の２第１項によ

れば、工事若しくは製造その他について

の請負契約又は物件の買入れその他の契

約をしたときは、契約の適正な履行を確

保するため又はその受ける給付の完了の

確認のために監督及び検査が必要であ

り、監督職員を選任し、請負工事及び委

託業務監督要綱の規定により、監督を適

正に執行されたい。

都市整備課、水道課

（12）補助金の交付決定

時の額の算定根拠や

補助対象経費の基準

が明確になっていな

いものがあった。

補助金は、交付上限額や予算額を上限

として交付されることが多いがどんな事

業を実施しても上限額又は予算額がその

まま交付されるものではなく、事業の内

容に応じて、必要となる経費を算定し、

交付額を決定すべきものであるが、補助

金の交付決定に当たっては、どのように

補助金の交付額を決定したかきちんと起

案に示すべきである。

秘書課、環境保全課、

社会福祉課、健康増進

課、保育課、商工観光

課、生涯学習課、スポ

ーツ振興課、指導課

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）公用車の給油伝票

において日付が記入

されていない伝票に

事前の決裁印がある

ものがあった。

公用車の給油伝票は、給油の必要があ

ると認めたとき、運行管理者が押印し、

運転者に交付すべきものであり、事前に

押印したものを用意しておくべきではな

いため、適正に処理されたい。

商工観光課

（２）運転日誌で運行管

理者の決裁印が漏れ

ていた。

車両管理規程第１４条第２項によれ

ば、運転者は、運行状況を運行管理者に

報告しなければならないとされており、

その記録が運転日誌であるので、運行管

理者の決裁を受けるようにされたい。

管財課、課税課、一中

地区公民館、新治地区

公民館、生活安全課、

環境保全課、清掃セン

ター、社会福祉課、健

康増進課、消防本部
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④ 行政一般

（３）文書の保存期間に

誤りがあった。

行政財産目的外使用更新許可に係る文

書の保存期間は１０年と定められている

が、誤って５年で保存登録されていたも

のが多数あったため、適正に処理された

い。

市民活動課

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）決裁を受けないで

事務処理を行ってい

たものがあった。

流用の伝票を起票したものの、所属長

の決裁を受けないまま、保管していたも

のがあったため、適正に処理されたい。

ＤＸ推進課

土浦市事務決裁規定では特定の事務決

裁について部長や課長に専決権が定めら

れているが、専決権の定めがない事務に

ついては市長までの決裁を要するが、土

地の埋立て等に係る許可について、市民

生活部長に専決権がないにもかかわらず

部長専決で決裁されていたため、適正に

処理されたい。

環境保全課

会計年度任用職員の勤務管理表において

休暇取得時の所属長承認印が漏れているも

のがあったため、適正に処理されたい。

納税課、社会福祉課、

つくしの家、保育課、

教育総務課

会計年度任用職員の勤務管理表につい

て、休暇を取得する際は前日までに勤務

管理表に記入の上、所属長の承認を得る

必要があるが、月末に当月分をまとめて

申請及び承認していたたため、適正に処

理されたい。

総務課、都市整備課

会計年度任用職員の通勤届に所属長の

押印が漏れているものがあったため、適

正に処理されたい。

療育支援センター、教

育総務課

給食の賄材料費において業者と交わし

た契約書に記名押印を市長とするところ

を施設長としているものがあったことか

ら、適正に処理されたい。

学校給食センター

（２）公金外現金に係る

事務の不備

公金外現金において伝票への決裁者の

押印が漏れていたものがあったことか

ら、適正に処理されたい。

農林水産課
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⑤ その他

公金外現金において支出伺いの決裁を

経ずに支出していたものがあったことか

ら、適正に処理されたい。

上大津公民館

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）貸与品台帳で事務

処理に不備があっ

た。

貸与品台帳で次のような事務処理の不

備があったため、適正に処理されたい。

（１）職員の異動及び貸与期間満了によ

る返還の記載や処理がされておら

ず、所属長確認印が漏れているもの

があった。

（２）貸与品を受領し、又は返還した際

の所属長確認印の漏れているものが

あった。

行政経営課、広報広聴

課、管財課、課税課、

市民活動課、一中地区

公民館、上大津公民

館、新治地区公民館、

人権推進課、環境保全

課、清掃センター、社

会福祉課、障害福祉

課、つくしの家、高齢

福祉課、国保年金課、

健康増進課、こども包

括支援課、勤労青少年

ホーム、都市計画課、

住宅営繕課、学務課、

生涯学習課、図書館、

議会事務局、農業委員

会事務局

（２）契約書に添付され

ている特約条項に、

記載漏れがあった。

契約書に添付されている「予算額又は

削除に伴う契約解除についての特約条

項」に、記載されているはずの契約件名

と締結日がなかったことから、十分注意

されたい。

総務課

契約書に添付されている「違約金に関

する特約条項」及び「予算の減額又は削

除に伴う契約解除についての特約条項」

の文中に、契約締結日の記載が漏れてい

たことから、十分注意されたい。

水道課、農業委員会事

務局

（３）賃貸借契約書等で

借主の押印が漏れて

いた。

賃貸借契約書で契約者である市長の押

印等が漏れていた。また、契約書に添付

されている「予算額又は削除に伴う契約

解除についての特約条項」に市長の押印

が漏れているものがあった。

地方自治法第２３４条第５項によれ

ば、契約書は、記名押印することで確定

し、契約が成立するとされていることか

ＤＸ推進課、こども包

括支援課、上高津貝塚

ふるさと歴史の広場
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ら、押印漏れのないよう十分注意された

い。

（４）長期継続契約の賃

貸借について、契約

期間の変更契約を行

っていたにもかかわ

らず、支出負担行為

は変更契約前の金額

であった。

長期継続契約の賃貸借で、当初令和６

年１２月３１日までの契約期間で契約し

たところ、１か月後に令和７年１月３１

日までの契約とする変更契約をしたが、

支出負担行為は変更契約前の令和６年１

２月までの金額で起票されていたことか

ら、適正に処理されたい。

市民課

（５）長期継続契約の賃

貸借で、契約書に綴

ることの必要な特約

条項が添付されてい

ないものがあった。

長期継続契約の賃貸借について、契約

書に綴ることの必要な「違約金に関する

特約条項」が添付されていないものがあ

ったため、適正に処理されたい。

消防本部

（６）条例等に定めのな

い事務取扱を行って

いた。

勤労青少年ホームの利用料について、

勤労青少年ホーム条例及び同条例施行規

則には学校教育活動の一環である部活動

での施設利用に対する利用料の免除の規

定は無く、勤労青少年ホームが独自に作

成した利用料減免に関する一覧表におい

て部活動での施設利用に対する使用料を

免除することを定めて無償で使用させて

いるが、一覧表に定めた内容について決

裁を受けた経緯も確認できず、内規とは

言い切れない状態で運用していることか

ら、適正に処理されたい。

勤労青少年ホーム

（７）個人番号（マイナ

ンバー）確認書の未

処理

会計年度任用職員の報酬等支払いのた

めに採用時に提出させた「個人番号（マ

イナンバー）確認書」は人事課が保管す

ることになっているところ、会計年度任

用職員任用伺の決裁に当該確認書を綴り

込んだまま自課に保管されていたことか

ら適正に処理されたい。

生活安全課

（８）学校プールの水の

流失があった。

中学校においてプールの給水バルブの

操作を誤り、プール約１４杯分の水が流

出した。すべての学校に対して再発防止

策を適切に進められたい。

教育総務課、学務課
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２ 意見（小学校及び中学校における管理事務）

３ 意見（保育所、認定こども園及び児童館における管理事務）

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）業者からの請求書

を速やかに学務課に

提出しなかったた

め、支払いに遅延が

発生していた。

各学校の令達予算に係る予算の執行は

学務課が行っており、各学校で消耗品等

を購入した場合は速やかに学務課に請求

書を送付し、支払いを依頼すべきである

が、請求書の送付が遅れたことにより、

請求を受けた日から３０日以内に支払い

をすることができず、政府契約の支払い

遅延防止等に関する法律第８条第１項の

遅延利息が発生していた。

発生した遅延利息は、１００円未満で

あり、同法第８条第２項の規定により支

払う必要はなかったものの、法に沿った

適正な処理をされたい。

都和南小学校、乙戸小

学校、土浦第一中学

校、土浦第六中学校

（２）貸与品台帳の処理

がされていないもの

があった。

貸与品の貸与期間が満了した際の貸与

品台帳への記入及び所属長確認印が漏れ

ていた。

貸与品台帳は、職員被服貸与規則に定め

られた貸与品の管理に必要な情報を記録する

ものであるため、適正に処理されたい。

土浦第一中学校

（３）学校内の危険な場

所について

学校敷地内の樹木の枝が隣地住宅に架

る電話線に接近しており、強風時に接触

により電話線が断線する恐れがあるほ

か、落葉により隣地から苦情があるた

め、適正に処理されたい。

下高津小学校、乙戸小

学校

プールの止水弁のハンドルが欠けてい

て回せないため、適正に処理されたい。

乙戸小学校

体育館内の跳箱やステージ屋根裏に上

がる階段付近の危険防止の表示、遮光の

ための暗幕の落下防止、体育館地下倉庫

の雨天時の水没等、生徒がけがをするこ

とのないよう適正な措置をされたい。

下高津小学校、東小学

校、乙戸小学校

確認した事実 対応すべき内容 該当部課等

（１）決裁を受けないで

事務処理を行ってい

たものがあった。

会計年度任用職員の勤務管理表におい

て休暇取得時の所属長承認印が漏れてい

たものがあったため、適正に処理された

い。

新治児童館
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４ 補足

監査を行った中で公文書に鉛筆で記載しているものや日付等の記載事項の漏れ等は

減ってきたものの、業務委託に必要な書面等の不足等多く見受けられた。

また、見積による執行予定額の積算を行う場合は、費用対効果を考慮しながら、規

則に基づいた徴取となるよう対応されたい。

監査の結果に付した意見は、指摘事項(監査委員が直ちに改善を要すると判断し、

措置を求めるもの)ではないものの、事務処理等に誤りがあり、改善すべきものと判

断し、記載したものであるが、昨年度の監査の結果に意見を付したにもかかわらず、

今年度の定期監査まで全く対応していない所属も見受けられたため、改めて事務処理

等について規定した法律等の内容を確認し、必要な対応をされたい。

また、指摘事項に関しては速やかに改善し、その改善の状況を随時報告されたい。

（２）保育所内の危険な

場所について

プールサイドの止水弁の鉄蓋が外れや

すくなっているため、児童がけがをする

ことのないよう適正な措置をされたい。

保育所南側国旗掲揚搭近くの樹木の枝

が近隣住宅の電話線に接近しており、強

風時に接触により電話線が断線する恐れ

があるため、適正な措置をされたい。

天川保育所

（３）貸与品台帳の処理

がされていないもの

があった。

貸与品の貸与期間が満了した際の貸与

品台帳への記入及び所属長確認印が漏れ

ていた。

貸与品台帳は、職員被服貸与規則に定め

られた貸与品の管理に必要な情報を記録する

ものであるため、適正に処理されたい。

新治児童館


